
 

岩美町合併処理浄化槽維持管理組合規約 

 

（目 的） 

第１条 この組合は、合併処理浄化槽の維持管理を共同して実施し、組合員の経 

済的な負担を軽減すると共に、適正な維持管理を推進することにより、生活排 

水の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを 

目的とする。 

 

（組合の名称） 

第２条 この組合は、「岩美町合併処理浄化槽維持管理組合」（以下「組合」とい 

う。）と称する。 

  

（事務所の所在地） 

第３条 組合の事務所は岩美町役場環境水道課に置く。 

 

（組合員） 

第４条 組合は、岩美町合併処理浄化槽設置推進地区における合併処理浄化槽の 

設置者をもって組織する。 

２ 組合への新規加入は、申込書を提出し、組合長の承認を得た時点で組合員と 

なる。 

３ 組合を退会しようとする者は、組合長へ退会届を提出するものとする。 

４ 組合費を１年以上滞納した者及び組合長が必要と認めた場合には、組合員の

資格を喪失する。 

５ 合併処理浄化槽の使用を休止しようとする者は、組合長へ休止届を提出する

ものとする。 

  なお、合併処理浄化槽の使用を再開した場合には、合併処理浄化槽の使用開

始報告書を提出するものとする。 

  ただし、再開にあたっては合併処理浄化槽の保守点検（保守点検により必要

とされた修繕）を実施し、保守点検票を提出するものとする。なお、それによ

って生じた費用については組合員の負担とする。 

 

（組合の業務） 

第５条 組合はその目的を達成するため、次の業務を行う。 

（１）組合総代会及び役員会に関する事務 

（２）加入金及び組合費の徴収に関する事務 

（３）維持管理業者との契約及び契約事項の履行検査等の管理事務 

（４）法定検査の受検に関する事項 

（５）合併処理浄化槽の適正な使用の指導及び助言 

 



 

（６）毎年予算書、決算書及び事業報告書の作成 

（７）その他、組合の目的達成に必要な事項 

２ 組合は、組合員に対し、維持管理の状況を少なくとも年１回は報告しなけれ

ばならない。 

 

（組合の負担の範囲） 

第６条 組合の負担する範囲は次による。ただし、組合員の不適切な使用により

生じた経費を除く。 

（１）合併処理浄化槽の維持管理・清掃及び修繕に要する経費 

（修繕については、１６,０００円を上限とする。） 

（２）法定検査（７条及び１１条検査）業務に要する経費 

（３）その他管理運営費 

 

（役 員） 

第７条 組合に次の役員を置く。 

（１）組 合 長  １名 

（２）副組合長  １名 

（３）理  事  ６名以内（副組合長を含む。） 

（４）監  事  ２名 

２ 組合長及び理事は、総代会において選出する。 

３ 副組合長は、理事の中から組合長が選任する。 

４ 監事は、蒲生地区の設置者の代表及び小田地区の設置者の代表とし、役員の 

同意を得てこれを選任する。 

 

（役員の職務及び権限） 

第８条 組合の役員の職務は、次のとおりとする。 

（１）組合長は組合を代表し、総代会及び役員会を招集し、その議長となる。 

（２） 副組合長は組合長を補佐し、組合長事故ある時は、その職務を代理する。 

（３）理事は、組合の業務執行上の重要事項を審議する。 

（４）監事は、組合の会計を監査する。 

 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（地区推進委員） 

第１０条 合併処理浄化槽の各地区における適正な維持管理を推進するため地区

推進委員を置く。地区推進委員は、地区の総代となるものとする。 

２ 地区推進委員は、次のとおり各地区で選任する。 

  



 

（１） 東地区  １名 

 （２）浦富地区  １名 

 （３）大岩地区  ２名 

 （４）本庄地区  ２名 

 （５）小田地区 １０名 

 （６）岩井地区  １名 

 （７）蒲生地区  ８名 

３ 地区推進委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

４ 補充による地区推進委員の任期は、前任者の在任期間とする。  

 

（事務局） 

第１１条 組合の事務を執行するため事務局を置く。 

２ 事務局は、環境水道課職員若干名をもって組織する。 

３ 職員は組合長が任免する。 

 

（会 議） 

第１２条 組合に総代会及び役員会を置く。 

 

（総代会） 

第１３条 総代会は、第１０条に規定する地区推進委員により構成し、通常総代

会及び臨時総代会とする。通常総代会は毎年１回６月に、臨時総代会は組合長

が必要と認めたとき開催し、次の事項を議決する。 

（１）規約の制定及び変更に関する事項 

（２）事業計画及び事業報告に関する事項 

（３）予算及び決算に関する事項 

（４）その他、組合の運営に必要な事項 

２ 総代会は、総代の過半数の出席がなければ開会することができない。ただし、

やむを得ない理由のために総代会に出席できない総代は、あらかじめ通知され

た事項について他の総代を代理人として表決を委任することができ、この場合、

総代会に出席したものとみなす。 

３ 総代会の議事は、出席した総代の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

 

（役員会） 

第１４条 役員会は、組合長が必要と認めた場合又は役員総数の３分の１以上の

請求があった場合に開催し、組合の運営に必要な事項を審議する。 

２ 役員会は、理事の過半数の出席をもって成立する。 

３ 役員会の議事は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは議長の決する

ところによる。 

 



 

（経 費） 

第１５条 組合の経費は、組合員の組合費、加入金その他の収入をもって充てる。 

 

（加入金、組合費の決定及び徴収方法） 

第１６条 組合に加入しようとする者は、加入時において、加入金として 5,000

円を納付しなければならない。退会しても、加入金は返金しない。 

２ 組合費の額は、別表のとおりとし、毎年度、６・９・１２月に分割して徴収

する。ただし、修繕費については、３月に精算を行うものとする。 

３ 年度の中途で加入又は退会した場合も、組合費を納入するものとする。この

場合、加入又は退会した日の属する月を含めた月数分の組合費を納入するもの

とする。 

４ 年度の中途で合併処理浄化槽の休止をした場合も、組合費を納入するものと

する。この場合、休止届を提出した日の属する月を含めた月数分の組合費を納

入するものとする。 

  なお、合併処理浄化槽の使用開始報告書を提出した場合、使用開始報告書を

提出した日の属する月を含めた月数分の組合費を納入するものとする。 

５ 組合を１度退会した者が退会の日から１年以内に組合に再度加入した場合に

おいては、加入金を免除する。 

 

（事業年度及び会計年度）  

第１７条 組合の事業年度及び会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までと 

 する。 

 

（その他） 

第１８条 この規約に定めるもののほか、組合の運営に関して必要な事項は組合長

が役員会に諮って別に定める。 

 

   附 則 

この規約は、平成１１年 ４月２６日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成１７年１２月 １日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成２０年１０月２３日から施行する。ただし、第１５条第２ 

項に定める組合費の額は、平成２１年度徴収分から適用する。 

  附 則 

この規約は、平成２１年 ７月 ２日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成２２年 ２月１８日から施行する。ただし、第１６条第２ 

項については、平成２２年 ４月 １日から適用するものとする。 

 



 

附 則 

この規約は、平成２２年 ６月２９日から施行する。 

   附 則    

  この規約は、平成２３年 ４月 １日から施行する。 

   附 則    

  この規約は、平成２４年 ６月２８日から施行する。 

   附 則    

  この規約は、平成２６年 ６月２６日から施行し、平成２６年度事業から適

用する。 

 

 

別表（第１６条関係） 

 

人槽の別 
組合費の額（円/年） 

H12.3 月以前に設置 H12.4 月以降に設置 

５人槽 ３５，９５０円 ３５，９５０円  

６人槽 ３７，４５０円 － 

７人槽 ３９，４５０円 ４０，９５０円  

８人槽 ４２，４５０円 － 

１０人槽 ４５，９５０円 ４８，９５０円  

１４人槽 ５３，５５０円 ５３，５５０円  

１８人槽 － ６５，８５０円  

３０人槽 － １０４，６００円  

 


